単価契約仕様書

保健福祉局福祉のまちづくり推進室　
（担当：風間、後井　電話075－222－3527）
	件名
	下京区役所保健福祉センター来所者（ホームレス）配布用補食（牛乳・コーヒー飲料・ジュース）

	形状・寸法
	①コーヒー牛乳
②牛乳
③ジュース
④野菜ジュース
⑤缶飲料

	予定数量
	①コーヒー牛乳：3,450個
②牛乳：1,000個
③ジュース：200個
④野菜ジュース：1,100個
⑤缶飲料：50個
※全て年間予定数。

	契約期間
	令和８年４月１日　～　令和９年３月３１日

	契約条件
	１　業務（納品等）内容

　　下京区役所保健福祉センターに来所するホームレスに配布する補食等について、必要個数を確認のうえ、納品する。

２　納品場所

　　京都市下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608－8

　　　下京区役所保健福祉センター（下京区役所2階）（℡　075－371－7237）
３　納品日及び納品時間

　　最大週２日
　　午後２時までに納品すること。
４　納品数

　　来所者数の変動に応じて、納品数も変動するため、毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は、翌開庁日）の午後４時頃に翌週分の必要数について下京区役所保健福祉センターと協議のうえ、納品すること。

　　予定数は上記のとおり。

５　補食の内容
　　①、②、③、④ともに常温で30日以上保存可能な200ml以上の紙パック入りのもの（個々の紙パックにストローを付けること）を納入すること。
⑤常温で30日以上保存可能な220ml以上のものを納入すること（ただし、炭酸飲料やアルコール飲料は除く。）。
③については、果実飲料とすること。
６　安全衛生

　　納入する補食について、食品衛生法及び食品表示法等の関連法令を遵守し、適切な衛生管理を実施すること。
　　
７　連絡体制

　　遅配等により緊急で連絡を取る必要がある場合に備え、下京区役所保健福祉センターと連絡が取れる体制を確保すること。

８　請求等

　　納入業者は、代金について月末締めとして、１か月分をまとめて請求することとする。京都市は請求書受領後３０日以内に支払うものとする。

９　賠償責任

　　納入業者は、業務を実行するうえで、損害を与えたときは、それを補償すること。
10　その他
⑴　予定数量は、過去の実績によるものであるが、事業内容の変更等により、発注数量が予定数量から大幅に増減した場合であっても、本市は何ら補償を行わない。
⑵　契約期間内において、契約した物品が製造中止その他契約業者の責めに帰さない事由により納品ができなくなった場合は、事前に本市の許可を得た上うえで、製造中止となった物品と同等以上の代替物品を納品すること。
⑶　その他、本仕様書に定めのない事態等が生じた場合には、速やかに下京区役所保健福祉センター及び福祉のまちづくり推進室と協議し、その指示に誠実に従うこと。


